
※分担業務ごとに、共同体を組成することが可能 

応募者 

単体１社 共同企業体 
（JV） 

併用方式 

各構成員が事業全体（設計・施工 
・工事監理）を共同実施（２～６社） 

各構成員が設計・施工・工事監理の 
各業務を分担して実施（２社～３社） 

設計 施工 
[建築、電設、機械] 工事監理 

単体で（設計・施工 
・工事監理）を実施 

・単体 
・設計共同体（共同又は分割） 

・単体 
・建設共同体（施工を共同実施） 
・異工種建設共同体（施工を分割実施） 

・単体 
・監理共同体（共同又は分割） 

※分担業務ごとに、 
  単体か共同体を選択 

※以下のいずれかの方式を選択 

設
計 

施
工 

工
事
監
理 

【分担実施方式】 【共同実施方式】 
Ａ社 

Ｂ社 
Ｃ社 

（最大６社まで） （制限なし） （制限なし） 

応募者の構成員の考え方 参考資料 

※本資料は競争参加者の便宜上作成した参考資料です。 
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